
令和 5年度 社会教育委員会の調査研究テーマについて 

＜社会教育委員会テーマ＞ 

 

 

＜地域学校協働活動の進捗状況について＞   

【今までの歩みについて】 

〇令和４年４月１日より瑞浪市地域学校協働活動推進員設置要綱が施行される。 

〇令和４年４月１日より、釜戸小校区（釜戸町、大湫町）、稲津小校区、日吉小校区に地

域学校協働活動推進員が設置された。 

〇令和５年４月１日より、上記の４地区以外に、（瑞浪小中学校校区）、土岐小校区、陶

小校区、明世小校区、瑞浪北中校区（土岐町、明世町、釜戸町、大湫町、日吉町）に

地域学校協働活動推進員が設置された。 

【令和５年度の地域学校協働活動推進員について】 

〇推進員については、各地区のまちづくり協議会会長からの推薦を受けて、教育委員会

が委嘱している。（任期２年） 

〇令和５年度の推進員の役職は次のとおりである。 

 ・集落支援員…（瑞浪小中）、明世小、釜戸小（釜戸地区） 

 ・まちづくり協議会会長…土岐小、瑞浪北中（土岐地区）※兼任 

 ・公民館館長…陶小、稲津小、日吉小、瑞浪北中（日吉地区）※兼任、 

瑞浪北中（大湫町） 

 ・区長会…瑞浪北中（明世地区）、瑞浪北中（釜戸地区） 

〇学校運営協議会の会長と兼ねているのが、陶小、稲津小、明世小、日吉小。 

〇社会教育委員会と兼ねているのが、瑞浪北中（大湫町）。 

 

＜社会教育委員会で調査研究できること＞ 

・地域学校協働活動の推進がどのように図られているか。 

各学校運営協議会及び地域学校協働活動の年間計画は？ 

  年間計画の作成者は？地域の協力者は？ 

学校が主導なのか？地域が主導なのか？ 

地域学校協働活動推進員の関わりは？ 

   

・人づくりや地域づくりにどのように関わってもらえるといいのか。 

 どのような組織や団体と繋がっているのか？ 

実際の活動の中での課題は何か？ 

課題を解決するための方途は？ 

◎瑞浪市の地域学校協働活動の推進について（案） 

 


